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気仙沼信用金庫 
 

 

｢三陸復興トモダチ基金｣ 

被災地域再生・新規事業創出助成第２期募集のお知らせについて  
 

 

平成２４年１月１１日、気仙沼信用金庫（理事長 菅原 務）と特定非営利活動法人プラネ

ットファイナンスジャパン（事務局長 田中 和夫）は、被災地域再生・新規事業創出助成金

の第２期募集受付期間を平成２４年２月１日から平成２４年２月２７日迄とすることを決定しま

したのでお知らせいたします。 

 

■第１期募集分の助成金贈呈について 

第１期募集（平成２３年１１月１４日～平成２３

年１２月１２日）に応募された１６件の中から、審

査の結果、選出した４件の事業の代表者に、

当金庫理事長とプラネットファイナンスジャパン

事務局長田中様より目録が手渡されました。 

 

【助成先に決定した事業の代表者の方々】 

熊谷  牧子 様 （株式会社シャークス） 

齊藤  夏帆 様 （リラクゼーションサロン） 

佐藤   賢  様 （ピースジャム） 

畠山 初千子様 （保育スペースつぼみ） 
（順不同） 
 

■｢三陸復興トモダチ基金｣の進捗状況および今後の運営について 

○被災地域再生・新規事業創出助成 

募集要項等については、別添、「被災地域再生・新規事業創出助成のご案内」をご覧く

ださい。 

 

○被災事業者再雇用サポート助成 

４１社から７６名の応募があり、募集枠に達したため締め切りといたしました。 

早期の応募者の中から選考を行い、１９社２８名の対する雇用助成を行うことを決定い

たしました。その後の応募分についても選考を行い、１月中に助成決定の通知をする予

定です。 

 

○被災事業者支援融資制度 

平成２４年１月１０日現在、１５件、９０００万円の融資が決定いたしました。 

取扱期間：平成２３年１１月１４日～平成２４年３月末日 

   詳細については、別添、｢東日本大震災被災事業者向け利子補給融資 しんきんの

『地域力』｣をご覧ください。 

＜贈呈式に出席された事業の代表者の方々：前列＞



＜三陸復興トモダチ基金＞ 

 
気仙沼信用金庫  

宮城県気仙沼市八日町二丁目 4－10  

TEL: 0226-22-6830   

特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン 

東京都港区虎ノ門 5-3-20 仙石山アネックス 309 

TEL: 03-6809-1306 

気仙沼信用金庫  

宮城県気仙沼市八日町二丁目 4－10  

TEL: 0226-22-6830   

特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン 

東京都港区虎ノ門 5-3-20 仙石山アネックス 309 

TEL: 03-6809-1306 

 

 

 

 

 

被災地域の住民で新規事業を立ち上げる方のための助成金です 

 特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパンと気仙沼信用金庫は、東日本大震災によ

り甚大な被害に見舞われた地域の早期の経済復興や雇用の回復を支援するため、対象地域に居住

する住民による新規事業の立ち上げへの助成を行います。 

  詳細については添付の募集要項をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《助成方法》 

新規事業にかかる初期費用の 50％以内（限度額 150 万円）を本助成により支援します。 

   

《対象地域》 

気仙沼市、南三陸町、陸前高田市、大船渡市 

《対象事業》 

上記の対象地域の住民により興される新規事業で、特に東日本震災後に生じた地元ニーズを満たすこと

を目的とするもの。 

《受付期間》第２期募集：2012 年 2 月 1日～2012 年 2 月 27 日 

 受付締め切り後、事業プランを精査し助成を行う事業を決定致します。 

《お問い合わせ先》 

 -気仙沼信用金庫 業務課    担当：藤村 栄治 

          電話番号：0226-22-6830 

 -特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパン 担当：広瀬大地、西郡華子 

       電話番号：03-6809-1306 

   

※応募者の事情を加味し、補助率を引き上げる

場合もあります。 

 

※応募事業の法人格は問いません。 

（NPO、任意団体、個人事業主等も可） 

 ～ 三陸復興トモダチ基金 ～ 

被災地域再生・新規事業創出助成のご案内 

《三陸復興トモダチ基金について》 

米国の非営利団体メーシーコープの支援を受けて、特定非営利活動法人プラネットファイナンスジャパ

ンと気仙沼信用金庫が運営する被災事業者の事業再開・雇用回復・復興支援のための基金です。 



東東東日日日本本本大大大震震震災災災被被被災災災事事事業業業者者者向向向けけけ利利利子子子補補補給給給型型型融融融資資資   

しししんんんきききんんんののの『『『   地地地域域域力力力   』』』 
 

1．取扱期間 

  平成２３年１１月14日から平成２４年３月末日 

  ただし、基金総額に達した場合は、その時点で取り扱いを終了します。 

 

2．融資対象者 

当金庫営業区域内に事業所を有する従業員２０名以下で、次のいずれかに該当する者

または当該事業者を構成員とする協同組合等の団体とする。 

（1）東日本大震災により当該事業所等に損害を受けた事業者 

（2）東日本大震災の影響により売上高等の減少が生じた事業者 

①原則として震災の発生後の最近３ヶ月間の売上高等が前年同期に比して 10％以上

減少していること 

②原則として震災の発生後の最近 1 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して 10％以上

減少しており、かつ、その後の２ヶ月間を含む３ヶ月間の売上高等が前年同期に比し

て10％以上減少することが見込まれること 

 

3．対象融資 

（１）融資限度額 

原則として一事業者１，０００万円以内  

（2）融資期間 

１０年以内（据置期間２年を含む） 

（3）資金使途 

設備資金・運転資金 

（4）融資利率 

当初２年間は４．８0％（２年後の応答月の約定日までの利息は補給期間とし借入者

の負担なし）、以後の期間については２．６０％以内の固定金利。 

（5）支払日 

  毎月２５日 

（6）担保・保証人 

担 保：必要に応じて徴求 

保証人：原則として法人代表者以外不要 

平成２３年１１月１４日現在 
〈詳しくは当店窓口または渉外担当者へお気軽にご相談ください。〉 

気 仙 沼 信 用 金 庫 
【市内局番０２２６】 【市内局番０１９２】 

本   店 （２２）６８３０ 
鹿折 支店 （２２）６９５０ 
内の脇支店 （２２）６７３０ 
津谷 支店 （４２）２６６６ 

志津川支店（４６）２６１３ 
駅前 支店（２３）１０２０ 
南  支店（２３）６３３０ 
松岩 支店（２４）２７００ 

高田 支店（５４）２１３９ 
大船渡支店（２６）４１９５ 
三陸 支店（４４）３０６５ 
盛  支店（２７）４１３１ 




